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貸借対照表（平成21年3月31日現在）貸借対照表（平成21年3月31日現在）貸借対照表（平成21年3月31日現在）貸借対照表（平成21年3月31日現在）
　（単位 百万円：未満切捨）

流動資産 流動負債

現金及び預金 買掛金

売掛金 短期借入金

未収リース 1年以内返済予定長期借入金

リース債権 短期債権譲渡債務

リース投資資産 リース債務

前払費用 未払金

未収入金 未払費用

繰延税金資産 未払法人税等

その他 前受金

貸倒引当金 預り金

固定資産 その他

有形固定資産 固定負債

賃貸資産 長期借入金

建物 長期債権譲渡債務

構築物 長期リース債務

機械装置 退職給付引当金

車輌運搬具 役員退職慰労引当金

器具備品 受入保証金

土地 繰延税金負債

リース資産 長期預り金

無形固定資産 その他

借地権 ９６，４００

ソフトウェア

ソフトウェア仮勘定 株主資本 １０，８４３

のれん 資本金 ３００

電話加入権 資本剰余金 ５，３４５

投資その他の資産 資本準備金 ５，３４５

投資有価証券 利益剰余金 ５，１９８

出資金 利益準備金 ２５

長期貸付金 その他利益剰余金 ５，１７３

長期前払費用 別途積立金 ４，１６０

車輌リサイクル預託金 繰越利益剰余金 １，０１３

差入敷金保証金 評価・換算差額等 ３８８

その他 その他有価証券評価差額金 ３８８
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（資産の部） （負債の部）

第２０期　（平成２０年度）第２０期　（平成２０年度）第２０期　（平成２０年度）第２０期　（平成２０年度）

科　　　　　　目 金　　　額 科　　　　　　目 金　　　額

２３２

純資産合計

資産合計 １０７，６３２ 負債・純資産合計



損益計算書（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）損益計算書（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）損益計算書（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）損益計算書（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）
　（単位 百万円：未満切捨）

売上高

リース売上高

その他売上高

売上原価

リース売上原価

その他売上原価

資金原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益

受取利息及び配当金

雑収益

営業外費用

支払利息

雑損失

経常利益

特別利益

会計基準変更に伴うリース債権流動化譲渡益

特別損失

車両メンテナンス費用計上基準変更損

割増退職金

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

当期純利益

３２ ６７８
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４，９８８ ４０，１０９

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額
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個別注記表個別注記表個別注記表個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記１．重要な会計方針に係る事項に関する注記１．重要な会計方針に係る事項に関する注記１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
1-1．資産の評価基準及び評価方法1-1．資産の評価基準及び評価方法1-1．資産の評価基準及び評価方法1-1．資産の評価基準及び評価方法

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法
　　　その他の有価証券
　　　　市場価格のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 直入法）によっております。
　　　　市場価格のないもの・・・移動平均法による原価法によっております。

1-2．固定資産の減価償却の方法1-2．固定資産の減価償却の方法1-2．固定資産の減価償却の方法1-2．固定資産の減価償却の方法
（1） 賃貸資産
　　　リース期間を償却年数とする定額法によっております。
　　また、賃貸資産の処分損失に備えるため、減価償却費を追加で計上しており、当事業年度末
　　の追加計上に係る減価償却累計額は120百万円であります。
（2） 賃貸資産以外の有形固定資産
　　　定率法によっております。
　　ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法に
　　よっております。
（3） リース資産

  所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（4） 無形固定資産
　　　定額法によっております。
　　なお、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって
　　おります。
　　また、のれんについては、償却年数５年の定額法によっております。

1-3．引当金の計上基準1-3．引当金の計上基準1-3．引当金の計上基準1-3．引当金の計上基準
（1） 貸倒引当金
　　　営業債権を個々の回収実績に応じて、正常先債権、要注意先債権、破綻懸念先債権、
　　実質破綻先債権、破綻先債権の５区分に分類し、それぞれ次のとおり回収不能見込額
　　を計上しております。
　　①正常先債権・・・過去の貸倒実績率を適用して算出した回収不能見込額に、回収
　　 　　　　　　　　　　　期間等事業特性を考慮した額を計上しております。
　　②要注意先債権・・・各債権の状況に応じてその１０％～５０％を計上しております。
　　③破綻懸念先債権・・・その全額を計上しております。
　　④実質破綻先債権及び破綻先債権・・・その全額を貸倒損失として費用処理しており
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　ますので、貸倒引当金としての計上はありません。

（2） 退職給付引当金
　　　従業員の退職金支給に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金
　　資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

（3） 役員退職慰労引当金
　　　平成２０年３月３１日をもって退職慰労金を廃止いたしましたが、要支給額を見直したところ
　　不足額が判明したため、当事業年度において不足額3百万円を追加計上しております。
　　なお、当事業年度末の引当金残高については、役員が退任し、退職慰労金支給額が確定
　　した時点で取崩しを行います。



1-4．収益及び費用の計上基準1-4．収益及び費用の計上基準1-4．収益及び費用の計上基準1-4．収益及び費用の計上基準
（1） ファイナンス・リース取引に係るリース売上高及びリース原価の計上基準

　リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。(利息法)
なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・
リース取引については、利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分しており
ます。

（2） オペレーティング・リース取引に係るリース売上高及びリース原価の計上基準
　リース契約期間に基くリース契約上の収受すべき月当りのリース料を基準として、その経過
期間に対応するリース料を計上しております。(定額法）

（3） 割賦販売取引の割賦売上高及び割賦原価の計上基準
　割賦販売取引実行時に、その債権総額を割賦債権に計上し、割賦販売契約による支払日
を基準として当該経過期間に対応する割賦売上高及び割賦原価を計上しております。
(利息法）
なお、支払期日未到来の割賦債権に対応する未経過利益は、割賦繰延利益として繰延
処理しております。

（4） メンテナンス･リース契約に係るメンテナンス費用の計上基準
　メンテナンス･リース契約に係るメンテナンス費用は、リース車両の保守・修繕をリース契約
の中で顧客より請け負うことによる費用であり、メンテナンス費用をリース期間の経過月数に
対応させて費用計上する方法によっております。

1-5．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項1-5．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項1-5．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項1-5．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1） 消費税等の会計処理
　　　税抜方式によっております。

２．会計処理基準に関する事項の変更２．会計処理基準に関する事項の変更２．会計処理基準に関する事項の変更２．会計処理基準に関する事項の変更
2-1．リース取引に関する会計基準の適用2-1．リース取引に関する会計基準の適用2-1．リース取引に関する会計基準の適用2-1．リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス･リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた
会計処理によっておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準
第１３号(平成５年６月１７日（企業会計審議会第一部会）、平成１９年３月３０日改正））及び「リース
取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第１６号(平成６年１月１８日(日本
公認会計士協会会計制度委員会）、平成１９年３月３０日改正））を適用し、通常の売買取引に
係る会計処理によっております。
　この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び
税引前当期純利益はそれぞれ113百万円増加しております。
　なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、会計基準適用初年度の前年度末における固定資産の適正な帳簿価額
(減価償却累計額控除後）をリース投資資産の期首の価額として計上しており、また当該リース
投資資産に関して、会計基準適用後の残存期間においては、利息相当額の総額をリース期間
中の各期に定額で配分しております。

2-2．金融商品会計に関する実務指針の適用2-2．金融商品会計に関する実務指針の適用2-2．金融商品会計に関する実務指針の適用2-2．金融商品会計に関する実務指針の適用
　当事業年度より「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第１４号　平成２０年
３月２５日改正）を適用しております。これにより、ファイナンス･リース取引により認識されたリース
債権及びリース投資資産の流動化のうち、金融資産の消滅の要件を満たす流動化については、
従来は金融取引として処理しておりましたが、当事業年度から、将来のリース料を収受する権利
に係る部分を売買処理に変更しております。
　なお、この売買処理は、当事業年度の期首時点においては、全ての流動化取引を流動化実施
時点まで遡って財務構成要素を公正価値評価することが実務上困難であるため、当事業年度の
期首時点における帳簿価額により処理しております。



　この変更により、当事業年度の期首時点において1,532百万円を特別利益に計上しており、
従来の方法によった場合に比べて、当事業年度の営業利益及び経常利益はそれぞれ54百万
円減少し、税引前当期純利益は1,478百万円増加しております。
　また、当事業年度の貸借対照表への影響額は、以下の通りであります。

(単位　百万円：未満切捨）

△21,783 3,714 
6,408 △20,955 

△15,374 △17,241 

2-3．割賦販売の収益計上基準変更2-3．割賦販売の収益計上基準変更2-3．割賦販売の収益計上基準変更2-3．割賦販売の収益計上基準変更
　当事業年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第１３号(平成５年６月１７日
(企業会計審議会第一部会）、平成１９年３月３０日改正))及び｢リース取引に関する会計基準の
適用指針」(企業会計基準適用指針第１６号(平成６年１月１８日(日本公認会計士協会会計制度
委員会）、平成１９年３月３０日改正））を適用したことに伴い、リース取引の収益計上は均等計上
から利息法による計上に変更しておりますが、この変更にあわせて、経済的実態がリース取引に
類似する取引である割賦販売の収益計上基準を、回収期限到来基準(割賦基準）から利息法に
よる収益計上に変更しております。
　この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び
税引前当期純利益は、それぞれ4百万円増加しております。

2-4．メンテナンス･リース契約に係るメンテナンス費用の計上基準変更2-4．メンテナンス･リース契約に係るメンテナンス費用の計上基準変更2-4．メンテナンス･リース契約に係るメンテナンス費用の計上基準変更2-4．メンテナンス･リース契約に係るメンテナンス費用の計上基準変更
　メンテナンス･リース契約に係るメンテナンス費用は、リース車両の保守・修繕をリース契約の
中で顧客より請け負うことによる費用で、従来は保守･修繕を行った時点で費用を計上しており
ましたが、より適正な期間損益計算を行うことを目的として、当事業年度より、メンテナンス費用を
リース期間の経過月数に対応させて費用計上する処理に変更しております。
　この変更により、当事業年度の期首時点において、646百万円を特別損失に計上しております。
また、従来の方法によった場合に比べて、当事業年度の営業利益及び経常利益は38百万円、
税引前当期純利益は685百万円、それぞれ減少しております。

2-5．「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)の早期適用2-5．「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)の早期適用2-5．「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)の早期適用2-5．「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)の早期適用
　「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)(企業会計基準第１９号　平成２０年７月３１日）
が平成２１年３月３１日以前に開始する事業年度から適用できることになったことに伴い、当事業
年度から同会計基準を適用しております。
　なお、数理計算上の差異は翌期から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税引
前当期純利益に与える影響はありません。
　また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は15百万円で
あります。

３．貸借対照表に関する注記３．貸借対照表に関する注記３．貸借対照表に関する注記３．貸借対照表に関する注記
3-1．有形固定資産の減価償却累計額3-1．有形固定資産の減価償却累計額3-1．有形固定資産の減価償却累計額3-1．有形固定資産の減価償却累計額 ３４，１８７ 百万円

　なお、賃貸資産の取得価額から国庫補助金による圧縮記帳額３千８百万円を控除して
　おります。

3-2．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務3-2．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務3-2．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務3-2．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
　 （1）短期金銭債権 ３，３４２ 百万円

（2）短期金銭債務 １１，７８６ 百万円

（3）長期金銭債権 ３６９ 百万円

（4）長期金銭債務 ２９，０００ 百万円

科　目 影響額 科　目 影響額

資産合計 負債合計

流動資産 流動負債
固定資産 固定負債



3-3．車輌リサイクル預託金3-3．車輌リサイクル預託金3-3．車輌リサイクル預託金3-3．車輌リサイクル預託金
　　回収不能見込額２千９百万円を同預託金より直接控除しております。

４．損益計算書に関する注記４．損益計算書に関する注記４．損益計算書に関する注記４．損益計算書に関する注記
4-1．関係会社との取引高4-1．関係会社との取引高4-1．関係会社との取引高4-1．関係会社との取引高

（1）営業取引による取引高
　　　　売上高 １，１３５ 百万円

　　　　その他 ７３６ 百万円

（2）営業取引以外の取引高 ３ 百万円

５．税効果会計に関する注記５．税効果会計に関する注記５．税効果会計に関する注記５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払費用 ４０１ 百万円

譲渡損益調整 １６８ 百万円

退職給付引当金 １３１ 百万円

繰越欠損金 １１６ 百万円

賞与引当金 ５８ 百万円

リース契約等売上加算額 ３４ 百万円

役員退職慰労引当金 １６ 百万円

貸倒引当金 １１ 百万円

その他 ３９ 百万円

繰延税金資産小計 ９７８ 百万円

評価性引当金 △１７ 百万円

繰延税金資産合計 ９６１ 百万円

繰延税金負債
流動化譲渡損益 △６１２ 百万円

前払年金費用 △４８９ 百万円

有価証券評価差額金 △２７５ 百万円

投資有価証券に係る譲渡損益調整 △７ 百万円

繰延税金負債合計 △１，３８４ 百万円

繰延税金負債の純額 △４２３ 百万円



６．関連当事者との取引に関する注記６．関連当事者との取引に関する注記６．関連当事者との取引に関する注記６．関連当事者との取引に関する注記
6-1．親会社6-1．親会社6-1．親会社6-1．親会社

（単位 百万円：未満切捨）

被所有 ６２３ ８６

  直接100％ ４９２ ２３４

１０，０６４ １１，０６８

２４，０００ ２９，０００

３２ ０

２４６ ４７

被所有 ５１１ ３５

  間接60.66％

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）　車輌リースについては、市場価格を勘案し、協議の上決定しております。

（注2）　保証料については、車輌原価を基準として、決定しております。

（注3）　資金の借入については、市場金利に連動した利率によっております。

（注4）　取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めております。

７．１株当たり情報に関する注記７．１株当たり情報に関する注記７．１株当たり情報に関する注記７．１株当たり情報に関する注記
（1） １株当たり純資産額 １，８７２，０７１ 円 ０３銭
（2） １株当たり当期純利益 １６０，５６９ 円 ９２銭

属性 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額

(注4）
科　　目

期末残高
（注4）

親会社 日立キャピタル(株) オートリース 車輌リース （注1） 未収リース

部門の協働 保証料支払 （注2） 未払金

資金の借入 短期資金借入（注3） 短期借入金

役員の兼任 長期資金借入（注3） 長期借入金

受取利息 （注3） 未収入金

支払利息 （注3） 未払費用

未収リース

親会社

親会社 （株）日立製作所 親会社の 車輌リース （注1）


